
 
 

第３８号議案 

 

 

令和８年度芦屋市水道事業会計予算 

 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度芦屋市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1)  給 水 戸 数                                    43,068戸 

 (2)  年 間 総 配 水 量                                         9,854,904ｍ3 

 (3)  一 日 平 均 配 水 量                                             27,000ｍ3 

 (4)  主要な建設改良事業            

     配 水 施 設 費                                         543,199千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収            入 

  第１款  水 道 事 業 収 益                                    2,146,179千円 

第１項 営 業 収 益                                  1,714,003千円 

第２項 営 業 外 収 益                                     432,156千円 

第３項 特 別 利 益                                         20千円 

支            出 

  第１款  水 道 事 業 費 用                                    2,365,658千円 

第１項 営 業 費 用                                  2,295,327千円 

第２項 営 業 外 費 用                                      59,512千円 

第３項 特 別 損 失                                          819千円 

第４項 予 備 費                                       10,000千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資                                                                                                                             

本的支出額に対し不足する額760,200千円は、損益勘定留保資金等702,395千円及

び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額              57,805千円で補塡するものと

する。）。 
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収            入 

 第１款  資 本 的 収 入                                        509,675千円 

第１項 企 業 債               483,000千円 

第２項 固定資産売却代金                                10千円 

第３項 工 事 負 担 金                    0千円 

第４項 投 資 返 還 金                26,665千円 

支            出 

 第１款  資 本 的 支 出                                    1,269,875千円 

第１項 建 設 改 良 費                                      666,240千円 

第２項 機 器 費                                      52,635千円 

第３項 企 業 債 償 還 金                                     341,000千円 

第４項 投   資   金               200,000千円 

第５項 予 備 費                10,000千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

める。 

事 項 期 間 限 度 額 

水道料金収納業務等 

業務委託 

令和 ８年度から 

令和１３年度まで 
561,132千円 

浄水場中央監視装置更新事業 

発注者支援業務委託 

令和 ８年度から 

令和 ９年度まで 
39,710千円 

奥山浄水場運転管理等 

業務委託 

令和 ８年度から 

令和１１年度まで 
182,732千円 

朝日ケ丘ポンプ場 

更新工事 

令和 ８年度から 

令和１０年度まで 
274,510千円 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

  起債の目的及び限度額 建設改良事業  483,000千円 

  起債の方法 国又は銀行その他から普通貸借又は証券発行による。 

  利 率      5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方

公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率） 

  償還の方法 借入れの日から据置期間を含め、30年以内に毎年度元利均等その他 

              の方法により償還する。なお、借入先の融通条件に変更があるときは、 
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              その融通条件に従う。ただし、財政の都合その他によっては、定額以 

              上を償還し、又は上記利率の範囲内で借換えすることができる。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり 

 と定める。 

 (1) 営業費用、営業外費用、特別損失 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流 

  用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な 

  ければならない。 

 (1)  職員給与費                                          329,527千円 

 (2)  交 際 費                                                     60千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 人件費等に充当のため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

270,502千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、37,095千円と定める。 

 

 

     令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                                            芦屋市長  髙 島  崚 輔    
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3

99,106

2,146,179

47,778

1,714,003

1,567,119

432,156

消 費 税 還 付 金

長 期 前 受 金 戻 入 84,306

1,096雑 収 益

営 業 外 収 益

令 和 ８ 年 度 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

予定額（千円）項 目

託料及び消火栓維持管理負担金等

給 水 収 益

受 託 工 事 収 益

営 業 収 益

水道事業収益

収 入

款 備 考

水道料金収入

修繕工事及び配水管延長等の受託

手数料、下水道使用料徴収事務受

新設、増径給水引込分担金

工事収入

有価証券利息等

一般会計繰入金等

20

過 年 度 損 益

固 定 資 産 10

10

売 却 益

特 別 利 益

その他特別利益 0

及 び 配 当 金

55,633分 担 金

修 正 益

その他営業収益

13,000

他 会 計 補 助 金

受 取 利 息

270,502

7,619
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4

1

1,235

消費税及び地方消費税納付額1

454,885 有形固定資産に係る減価償却費

減耗費

企業債利息等

59,512

10,000

10,000予 備 費

予 備 費

過年度支出等749

819特 別 損 失

過 年 度 損 益

固 定 資 産 70

売 却 損

送配水に要する設備維持管理及び

185,400 配水補助管、量水器その他給水設

116,092

作業に要する費用

169,970

用

備の維持管理及び作業に要する費

181,860 使用水量の検針、料金の調定、徴

用

414,636

るまでの設備維持管理及び作業に

要する費用

取水から滅菌の上、浄水に完了す

2,295,327

項

水道事業費用

支 出

目 予定額（千円）

事業活動全般に関する管理に要す

固定資産の除却損及びたな卸資産

収及びその他業務運営に要する費

業 務 費

る費用

官公署民間受託工事その他受託工54,916

事に要する費用

阪神水道企業団からの受水分賦金

修 正 損

支 払 利 息 及 び

消 費 税 及 び

企業債取扱諸費

営 業 外 費 用

総 係 費

雑 支 出

714,068

備 考

2,365,658

58,276

3,500資 産 減 耗 費

減 価 償 却 費

款

地 方 消 費 税

受 託 工 事 費

浄 水 費

営 業 費 用

原 水 及 び

受 水 費

配 水 費

給 水 費
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1
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1
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1

4

1

売 却 代 金

投 資 有 価 証 券

工 事 負 担 金

備 考予定額（千円）

資 本 的 収 入

款 項 目

26,665

26,665 有価証券償還受入金

0

0

企 業 債

固 定 資 産

企 業 債

固 定 資 産

売 却 代 金

工 事 負 担 金

投 資 返 還 金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

南芦屋浜地区配水管布設工事負担

金等

10

483,000

509,675

483,000

配水管改良工事等企業債

10

収 入
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1

2
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3

1

4

1

5

1

原 水 及 び
浄 水 施 設 費

123,041 朝日ケ丘ポンプ場更新工事等

有価証券等取得費用

予 備 費 10,000

企 業 債 償 還 金

予 備 費 10,000

投 資 金 200,000

配 水 施 設 費

工具器具及び備品費 18,135

機 器 費

企業債償還金

機械及び装置費

車 両 運 搬 具 費

予定額（千円）

第 ７ 期 拡 張 費

建 設 改 良 費

配水管改良工事等

0

666,240

南芦屋浜地区配水管布設工事等

543,199

款 備 考

資 本 的 支 出 1,269,875

支 出

項 目

52,635

0

量水器等購入費用34,500

業務システム更新費用等

投 資 金 200,000

企業債元金償還金341,000

341,000
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１

当年度純利益

減価償却費

引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

受取利息及び受取配当金

支払利息

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

その他特別利益

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

負担金収入等

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

有価証券の償還受入金による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

10

3,500

△ 357,673

7,619

△ 20

△ 671,070

令和８年度芦屋市水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

20

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 408,310

業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 16,159

（単位：千円）

△ 58,276

△ 84,306

△ 7,619

58,276

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

△ 3,477

△ 514,526

△ 248,227

454,885

補助金等による収入 0

有価証券の取得による支出 △ 200,000

26,665

△ 844,395
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３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

483,000建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

△ 341,000

142,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△ 1,110,705

1,652,756

542,051
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１　総　括

     （単位：千円）

（単位：千円）

手

当

の

内

訳

（単位：千円）

手

当

の

内

訳

9,497

本 年 度 5,484

9,514比 較 948 234 △ 293 △ 1,105 △ 869

前 年 度 4,536 540 49,595 4,520 20,241

774 49,302 3,415 19,372

△ 6,870 △ 757

退 職
給 付 費

19,011

区 分 管 理 職 手 当
管 理 職 員
特別勤務手当

期末勤勉手当 児 童 手 当
賞 与 引 当 金
繰 入 額

比 較 △ 168 △ 2,550 1,715 △ 297 407

本 年 度 4,416 17,770 3,981 3,736 3,229 9,411 774

前 年 度 4,584 20,320 2,266 4,033 2,822 16,281 1,531

△ 2,920 △ 9,095

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊

勤 務 手 当
時 間 外
勤 務 手 当

休 日
勤 務 手 当

比 較
- △ 1 2,883 △ 8,967 △ 91 △ 6,175

50,487 329,527

前 年 度
- 32 9,007 135,442 140,766 285,215 53,407 338,622

本 年 度
- 31 11,890 126,475 140,675 279,040

給 与 費 明 細 書

区 分
職員数（人） 給 与 費 法 定

福 利 費
合 計

特別職 一般職 報 酬 給 料 手 当 計

-14-



２　給料及び手当の増減額の明細

（単位：千円）

1

2 %

3

1

2

　

増減分 伴うもの

その他の △ 2,673 職員構成の変動等に

伴う増減分 給与改定

手 当 △ 91 給与改定等に 2,582 人事院勧告等に基づく

その他の △ 12,328 職員構成の変動等に

増減分 伴うもの

増加分

昇給に伴う 166 平均定昇率 0.55

伴う増減分 給与改定

給　料 △ 8,967 給与改定等に 3,195 人事院勧告等に基づく

区 分 増減額 増減額の増減事由別内訳 説 明 備 考
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３　給料及び手当の状況

 　（1）職員１人当たり給与

（単位：円）

 　（2）初　任　給

（単位：円）

大　学　卒 237,600 237,600

区　　分 事務・技術職
一般会計の制度

事務・技術職

高　校　卒 213,100 213,100

令和７年１月１日現在

平 均 給 料 月 額 359,998 333,424

平 均 給 与 月 額 462,281 470,626

平 均 年 齢 45歳5月 49歳7月

平 均 年 齢 44歳11月 49歳0月

区　　　　　　　分 事 務 職 技 術 職

令和８年１月１日現在

平 均 給 料 月 額 353,534 341,727

平 均 給 与 月 額 459,752 479,729
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 （3）級別職員数

（級別の基準となる職務）

令和７年１月１日現在

計 計
7 100.0 21 100.0

0 0.0 3 14.3

1 14.3 0

0

主事 主事補

主幹 主席主査 主査 技師 技師補

１級

２級

３級

一般行政職

部長 課長 課長補佐 係長 主任

区分 ８級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

0 0.0 0 0.0
１級

1 14.3 2 9.5
２級

３級

3 42.8 14 66.7
４級 ４級

５級 ５級

1 14.3 2 9.5
６級

0.0

６級

0.0
８級 ８級

1 14.3

計
8 100.0 21 100.0

計

0 0.0 0 0.0
１級 １級

1 12.5 1 4.8

３級
1 12.5 5 23.8

４級 ４級
4 50.0 12 57.1

５級 ５級

６級 ６級

0 0.0 1 4.8

1 12.5 0 0.0

令和８年１月１日現在

８級 ８級

1 12.5 2

３級

9.5

２級 ２級

区 分
事 務 職 技 術 職

級 職員数(人) 構成比 (%) 級 職員数(人) 構成比 (%)
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（4）普通昇給

（5）特殊勤務手当

区　　　　　分 合　　　計 事 務 職 技 術 職

（人） 29 8 21

（％） 55.2 62.5 52.4

7 21

本

年

度

昇 給 に 係 る

職　　員　　数
（Ｂ） （人）

職　　員　　数 （Ａ）

比率（Ｂ）/（Ａ）

14 4 10

昇 給 に 係 る

職　　員　　数
（Ｂ） （人） 16 5 11

区 分 全 職 種 事 務 職 技 術 職

比率（Ｂ）/（Ａ） （％） 50.0 57.1 47.6

前

年

度

職　　員　　数 （Ａ） （人） 28

代表的な特殊勤務手当の名称 交 替 制 勤 務 手 当 、 待 機 手 当

支給対象職員１人当たり平均支給月額
（円） 28,556 0 28,556 

(令和８年１月１日現在)

支給対象職員の比率
（％） 41.38 0.00 57.14 

(令和８年１月１日現在)

給料総額に対する比率 （％） 3.43 0.00 4.78 
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（6）期末手当・勤勉手当

（　）内は、暫定再任用職員

（7）定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

（8）その他の手当

区 分
支 給 期 別 支 給 率 支　給　率　計

（月分）

職 制 上 の 段 階 、
職 務 の 級 等 に
よ る 加 算 措 置６月（月分） １２月（月分）

） （ 2.450 ）
有

2.325 2.325

（ 1.225 ） （ 1.225

4.650

前 年 度
（ 1.200 ） （ 1.200

本 年 度

） （ 2.400 ）
有

2.300 2.300 4.600

一般会計の制度
（ 1.225 ） （ 1.225 ） （ 2.450 ）

有
2.325 2.325

そ の 他 の
加 算 措 置 等

支給率等
定 年 ・
定 年 前
早期退職

24.586875 33.27075 47.709 47.709
  定年前早期退職
  特例措置
 （3%～45%加算）

4.650

区 分
２０年勤続の者
（ 月　分 ）

２５年勤続の者
（ 月　分 ）

３５年勤続の者
（ 月　分 ）

最 高 限 度
（ 月　分 ）

同

区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同 -

一般会計
の 制 度

定 年 ・
定 年 前
早期退職

同 同 同 同

通 勤 手 当 同 -

地 域 手 当 同 -

住 居 手 当 同 -
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274,510 274,510
朝日ケ丘ポンプ場
更 新 工 事

274,510 令和10年度まで

182,732 182,732
奥 山 浄 水 場
運 転 管 理 等
業 務 委 託

182,732 令和11年度まで

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

（単位：千円）

前 年 度 末 ま で の 支 払 当 該 年 度 以 降 の 支
左 の 財 源 内 訳

事 項 限 度 額 義 務 発 生 （ 見 込 ） 額 払 義 務 発 生 予 定 額

水 道 料 金
収 納 業 務 等
業 務 委 託

561,132 令和13年度まで 561,132 561,132

期　間 金　額 期　間 金　額 企業債国県支出金 その他

39,710
浄水場中央監視装置
更新事業発注者支援

業 務 委 託
39,710 39,710令和9年度まで
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イ

ウ

エ

オ

カ
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(５) その他流動資産 0

流 動 資 産 合 計 675,094

資 産 合 計 14,095,135

貸 倒 引 当 金 △ 11,974 97,331

(４) 貯 蔵 品 9,046

(３) 有 価 証 券 26,666

13,420,041

２ 流 動 資 産

(１) 現 金 預 金 542,051

(２) 未 収 金 109,305

有形固定資産合計 12,200,029

(２) 投 資 1,220,012

固 定 資 産 合 計

減価償却累計額 △ 138,197 90,761

建 設 仮 勘 定 0

減価償却累計額 △ 23,262 7,563

工具器具及び備品 228,958

減価償却累計額 △ 1,774,929 360,194

車 両 運 搬 具 30,825

減価償却累計額 △ 10,314,762 10,506,571

機 械 及 び 装 置 2,135,123

構 築 物 20,821,333

土 地 712,961

建 物 781,602

（単位：千円）

令 和 ８ 年 度 芦 屋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

( 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）

資 産 の 部

１ 固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

減価償却累計額 △ 259,623 521,979
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イ

ウ

エ

ア

イ

ウ

負 債 資 本 合 計 14,095,135

利 益 剰 余 金 合 計 471,148

剰 余 金 合 計 1,036,692

資 本 合 計 6,400,025

(２) 利 益 剰 余 金

減 債 積 立 金 523,453

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 252,305

受贈資産評価額 102,483

工 事 負 担 金 430,261

資 本 剰 余 金 合 計

建 設 改 良 積 立 金 200,000

565,544

２ 剰 余 金

(１) 資 本 剰 余 金

他 会 計 補 助 金 4,594

国（県）補助金 28,206

繰 延 収 益 合 計 1,916,372

負 債 合 計 7,695,110

資 本 の 部

１ 資 本 金 5,363,333

(１) 長 期 前 受 金 6,140,519

(２) 収 益 化 累 計 額 △ 4,224,147

(４) 賞 与 引 当 金 19,372

流 動 負 債 合 計 940,398

３ 繰 延 収 益

(２) 未 払 金 532,561

(３) 預 り 金 76,307

固 定 負 債 合 計 4,838,340

２ 流 動 負 債

(１) 建設改良企業債 312,158

(２) 退職給付引当金 117,603

(３) 修 繕 引 当 金 36,559

負 債 の 部

１ 固 定 負 債

(１) 建設改良企業債 4,684,178
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注記

１　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　満期保有目的債券　　償却原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　貯蔵品　　先入先出法による原価法

（３）固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産（リース資産を除く）

(ｱ)　減価償却の方法　　定額法による

(ｲ)　主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具器具及び備品

（４）引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

イ 賞与引当金

ウ 貸倒引当金

（５）消費税及び地方消費税の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

１０年～５０年

　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末にお
ける支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３
月までの４か月分）を計上している。
　また、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費相当額につ
いて、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）
を賞与引当金に含めて計上している。

　債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当
の要支給額に相当する額を計上している。なお、他会計が負担する
と見込まれる額を除き、水道事業が負担すると見込まれる額を計上
している。

　５年～２０年

　３年～　５年

　５年～１６年

４０年～５８年
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２　予定貸借対照表等関連

（１）引当金の取崩し

ア 退職給付引当金の取崩し

３　セグメント情報の開示

４　その他の注記

　新会計基準以降に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置
　平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続
き従前の例により取り崩すこととする。

芦屋市水道事業は、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略
している。

　令和８年度において、退職手当として32,647千円を支出する見込
みのため、退職給付引当金32,647千円を取り崩す｡
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１

２

３

４

５

資 産 減 耗 費

給 水 費

受 託 工 事 費

営 業 外 収 益

分 担 金

(４)

(５)

(６)

(７)

営 業 損 失

業 務 費

総 係 費

減 価 償 却 費

令和７年度芦屋市水道事業予定損益計算書

(令和７年４月１日～令和８年３月３１日)

649,629

366,765

80,849 1,801,684

1,658,047

62,788

給 水 収 益

受 託 工 事 収 益

営 業 収 益

その他営業収益

464,205

145,539

3,500

163,615

116,730

161,548

80,595

50,576

5,119

2,152,126

350,442

56,079 92,260

2,663 148,339

55,159

雑 収 益

営 業 外 費 用

258,182

10

920

(３)

(５)

雑 支 出

特 別 利 益

経 常 損 失

(１) 支 払 利 息 及 び

(２)

(１)

企業債取扱諸費

固定資産売却益

（単位：千円）

受 取 利 息

他 会 計 補 助 金

(４) 長期前受金戻入 82,123

(８)

(９)

(１)

(２)

(１)

(２)

(３)

営 業 費 用

原水及び浄水費

受 水 費

配 水 費

(１)

(２)

(３)

7,858
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６

７

1,741

(２)

(１)

(３) そ の 他 特 別 利 益

特 別 損 失

過年度損益修正益 10

177,708177,688

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

87,228前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

過年度損益修正損

(１)

予 備 費

予 備 費

当 年 度 純 損 失

4,078

91,306

9,091 9,091 166,876

1,741
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ウ

エ

オ

カ

キ

(５) その他流動資産 0

流 動 資 産 合 計 1,781,322

資 産 合 計 14,815,353

貸 倒 引 当 金 92,854

(４) 貯 蔵 品 9,046

△ 12,974

(３) 有 価 証 券 26,666

13,034,031

２ 流 動 資 産

(１) 現 金 預 金 1,652,756

(２) 未 収 金 105,828

有形固定資産合計 11,987,354

(２) 投 資 1,046,677

固 定 資 産 合 計

減価償却累計額 △ 105,068 107,403

建 設 仮 勘 定 0

減価償却累計額 △ 21,690 9,135

工具器具及び備品 212,471

減価償却累計額 △ 1,737,392 363,331

車 両 運 搬 具 30,825

減価償却累計額 △ 9,951,164 10,258,836

機 械 及 び 装 置 2,100,723

構 築 物 20,210,000

土 地 712,961

建 物 781,602

（単位：千円）

令 和 ７ 年 度 芦 屋 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

( 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）

資 産 の 部

１ 固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

減価償却累計額 △ 245,914 535,688
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ウ
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剰 余 金 合 計 1,284,919

資 本 合 計 6,648,252

負 債 資 本 合 計 14,815,353

(２) 利 益 剰 余 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 4,078

利 益 剰 余 金 合 計 719,375

減 債 積 立 金 523,453

受贈資産評価額 102,483

工 事 負 担 金 430,261

資 本 剰 余 金 合 計 565,544

建 設 改 良 積 立 金 200,000

２ 剰 余 金

(１) 資 本 剰 余 金

他 会 計 補 助 金 4,594

国（県）補助金 28,206

繰 延 収 益 合 計 2,000,678

負 債 合 計 8,167,101

資 本 の 部

１ 資 本 金 5,363,333

(１) 長 期 前 受 金 6,140,519

(２) 収 益 化 累 計 額 △ 4,139,841

(４) 賞 与 引 当 金 20,895

流 動 負 債 合 計 1,456,447

３ 繰 延 収 益

(２) 未 払 金 1,047,087

(３) 預 り 金 76,307

２ 流 動 負 債

(１) 建設改良企業債 312,158

(３) 修 繕 引 当 金 36,559

固 定 負 債 合 計 4,709,976

(２) 退職給付引当金 131,239

負 債 の 部

１ 固 定 負 債

(１) 建設改良企業債 4,542,178
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注記

１　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　満期保有目的債券　　償却原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　貯蔵品　　先入先出法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産（リース資産を除く）

(ｱ)　減価償却の方法　　定額法による

(ｲ)　主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具器具及び備品

(4) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

イ 賞与引当金

ウ 貸倒引当金

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

１０年～５０年

４０年～５８年

　５年～１６年

　３年～　５年

　５年～２０年

　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当
の要支給額に相当する額を計上している。なお、他会計が負担する
と見込まれる額を除き、水道事業が負担すると見込まれる額を計上
している。

　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末にお
ける支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３
月までの４か月分）を計上している。
　また、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費相当額につ
いて、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）
を賞与引当金に含めて計上している。

　債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
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２　予定貸借対照表等関連

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金の取崩し

３　セグメント情報の開示

４　その他の注記

　新会計基準以降に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置
　平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続
き従前の例により取り崩すこととする。

　令和７年度において、退職手当として2,414千円を支出する見込
みのため、退職給付引当金2,414千円を取り崩す｡

芦屋市水道事業は、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略
している。
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